
静岡県公安委員会規則第３号 

 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係公安委員会規則の整理に関する規則を次のよう

に定める。 

  令和元年７月１日 

静岡県公安委員会委員長  生座本 磯 美 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係公安委員会規則の整理に関する規則 

 次に掲げる公安委員会規則の規定及び様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

(1) 行政不服審査手続に関する規則（平成28年静岡県公安委員会規則第７号） 

(2) 静岡県公安委員会特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年静岡県公安委員会規則第28号） 

(3) 静岡県警察職員の救慰金等の支給に関する条例施行規則（昭和42年静岡県公安委員会規則第13号） 

(4) 静岡県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成７年静岡県公安委員会規則第13号） 

(5) 静岡県金属くず営業条例施行規則（昭和33年静岡県公安委員会規則第１号） 

(6) 静岡県迷惑行為等防止条例施行規則（平成25年静岡県公安委員会規則第15号） 

(7) 静岡県暴力団排除条例施行規則（平成23年静岡県公安委員会規則第14号） 

(8) 静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく警察職員による立入調査等に関する規則（平成27年静

岡県公安委員会規則第１号） 

(9) 静岡県道路交通法施行細則（昭和35年静岡県公安委員会規則第７号） 

(10) 静岡県放置違反金収納手続等に関する規則（平成18年静岡県公安委員会規則第21号） 

(11) 自動車及び原動機付自転車の運転免許等に関する規則（昭和40年静岡県公安委員会規則第６号） 

(12) 原付講習の実施等に関する規則（平成４年静岡県公安委員会規則第12号） 

(13) 運転免許取得時講習の実施等に関する規則（平成６年静岡県公安委員会規則第15号） 

(14) 静岡県集団示威運動等に関する条例施行規則（昭和36年静岡県公安委員会規則第５号） 

   附 則 

１ この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年法律第33号）の施行の日（令和元年７

月１日）から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの公安委員会規則の様式により提出されている申請書等は、

改正後のそれぞれの公安委員会規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの公安委員会規則の様式により作成されている用紙は、当分

の間、調整して使用することができる。 


